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清涼飲料水等自動販売機設置事業者募集要項 

 

 清涼飲料水等自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。）募集に応募

される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上お申し込みくださ

い。 

 

 

１ 対象物件 

物 件

番 号 
所在地 住居表示 

貸付 

面積 

最低貸付料 

（月額） 

１ 
門司区松原 2 丁目 

255-1 

門司区松原 2 丁目 

5 番街区内 
2m2 780 円 

２     

３ 
小倉北区熊谷 3 丁目 

987-214 

小倉北区熊谷 3 丁目 

28 番街区内 
2m2 780 円 

４ 
小倉北区中島 1 丁目 

514-11 

小倉北区中島 1 丁目 

7 番街区内 
2m2 780 円 

５ 
小倉北区木町 2 丁目 

172-1 

小倉北区木町 2 丁目 

18 番街区内 
2m2 780 円 

６ 
小倉南区上石田 1 丁目 

855-1 

小倉南区上石田 1 丁目 

9 番街区内 
4m2 1,560 円 

７ 
小倉南区中曽根 4 丁目 

1030-6 

小倉南区中曽根 4 丁目 

23 番街区内 
2m2 780 円 

８ 
八幡西区森下町 

6-3 

八幡西区森下町 

6 番街区内 
2m2 780 円 

９ 
八幡西区則松 6 丁目 

686-15 

八幡西区則松 6 丁目 

6 番街区内 
2m2 780 円 

10 
八幡西区田町 2 丁目 

2096-3 

八幡西区田町 2 丁目 

2 番街区内 
2m2 780 円 

※設置場所の詳細は別紙のとおり。 

 

 

２ 応募資格要件 

 

 次の要件をすべて満たす法人又は市内に居住する個人に限り応募することがで

きます。 
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（１） 個人の場合は、入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産

者で復権を得ない者でないこと。 

 

（２） 法人等の場合は、北九州市内に本店又は支店・営業所があること。 

 

（３） 清涼飲料水等自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）

について、３年以上の実績を有している者であること。 

 

（４） 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の

免許を有していること（該当についてのみ）。 

 

（５） 国税及び北九州市税の未納がないこと。 

 

（６） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴

対法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（暴

対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）又はこれらのものと密接

な関係を有する者でないこと。 

 

（７） 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉

を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。 

 

（８） 北九州市が実施した自動販売機設置事業者の募集において、事業者決定

後に使用許可後若しくは賃貸借契約後、正当な理由なく辞退し、又は使用

許可を取り消され若しくは賃貸借契約を解除され、又は虚偽の申告を行っ

てから２年を経過しない者でないこと。 

 

 

３ 自動販売機の設置条件等 

 

（１） 貸付期間 

     令和 8 年 6 月１日 ～ 令和 9 年３月３１日 

     （更新を希望する場合は、年度ごとに行うものとし、最終貸付期間は、

令和 11 年 3 月 31 日までとする。） 

 

（２） 貸付料等 

    ア 設置事業者の施設使用形態 
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      設置事業者は、自動販売機設置場所として使用する部分について、地 

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の５第１項の規定に基

づき、賃貸借契約を締結します。 

    イ 貸付料 

      本市が設定する最低貸付料以上で入札のあった最高の価格をもって

貸付料（月額）とします。最高の入札価格に、貸付期間の月数を乗じた

金額を貸付料総額とします。 

貸付料は、別途発行する納入通知書により、指定期日までに納入して

ください。 

自己の責めに帰すべき事由による契約解除については、契約期間中の

貸付料は返還しません。また、契約残期間の貸付料相当額が未納である

ときは、これを納付していただきます。 

    ウ その他必要経費等 

      自動販売機及びその電源供給のために必要な設備（子メーター、電源

ケーブル、引き込み柱等）の設置及び撤去に要した工事費、移転費等の

一切の費用は設置事業者の負担とします。 

      また、光熱水費についても設置事業者が子メーターを設置して、実費

相当額を負担していただきます。 

     

（３） 設置及び使用上の制限 

    ア 賃貸借契約を遵守し、貸付料を確実に納付すること。 

    イ ２－（４）にかかる許認可等は、賃貸借契約期間中継続的に効力を有

すること。 

    ウ 自動販売機は、回収ボックスも含め、募集物件の指定範囲内に設置で

きるものとすること。 

    エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で

「安全設置」すること。据付面に勾配が有る場合、設置事業者にて対応

すること。 

    オ 設置する自動販売機には、販売し管理する者の会社名又は管理者名を

必ず明記すること。 

    カ 自動販売機を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

    キ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管理者の

指示に従うこと。また、販売品の搬入時、販売時に施設利用者の支障と

ならないよう対策を行うこと。 

    ク 販売品目は、清涼飲料水、乳酸飲料及び乳飲料とすること。 

    ケ 酒類の販売は行わないこと。 
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（４） 維持管理責任 

    ア 商品補充、金銭管理など、自動販売機の維持管理については、設置事

業者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売切

れ商品がないよう努めること。 

    イ 自動販売機に併設して、原則として物件番号ごとに１個以上の割合で

回収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・処

分すること。 

    ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、

徹底を図ること。 

 

 

４ 参加申込手続 

 

（１） 申込受付期間 

     令和 8 年 4 月 1 日（水）～令和 8 年 4 月１4 日（火） 

     午前９時～午後５時まで 

     なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。 

 

（２） 参加申込書等提出先 

    〒803—8501 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市都市整備局街路課 

     担当 宇野 

 

（３） 申込に必要な書類 

    ア 参加申込書（本市所定様式） 

    イ 法人の場合は登記事項証明書及び役員名簿（国、他の地方公共団体そ

の他公共団体又は有資格業者名簿に掲載されている市の指名業者であ

る場合は、省略できる。）、個人の場合は住民票記載事項証明書の写し（発

行後３ヶ月以内のもの） 

    ウ 国税及び北九州市税の未納の税額がないことの証明書の写し 

      国税は納税証明書（その３）に限る。 

    エ 事業概要 

    〈法人〉 

     （ア） 会社概要 

     （イ） 直近の貸借対照表、損益計算書 

    〈個人〉 

     （ア） 創業日、事業内容、実績等がわかるもの 
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     （イ） 最新の所得税確定申告書の写し 

    オ ２－（４）にかかる許認可等の免許証の写し 

    カ 質問書（質問がある場合） 

 

（４） 申込の手続き 

     申込に必要な書類を提出先に直接持参、または書留郵便により、（１）

の期間内に必着のこと。 

 

 

５ 質問書に対する回答について 

 

（１） 質問書への回答予定日 

     令和 8 年 4 月２2 日（水） 

 

（２） 回答方法 

     質問内容を整理した上で、街路課ホームページ上に掲載します。 

 

 

６ 入札書の提出及び開札 

 

（１） 開札日 

     令和 8 年 5 月 11 日（月） 

※開札日の前開庁日（令和 8 年 5 月 8 日（金））までに入札書が届か  

ない場合、または指定された方法以外で入札書を郵送した場合、理由

のいかんを問わず入札が無効となります。 

 

（２） 入札書等提出先 

    〒803—8501 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市都市整備局街路課 

     担当 宇野 

     ※必ず簡易書留又は一般書留にて郵送のこと。 

     簡易書留又は一般書留での提出以外は失格とします。 

 

（３） 提出書類等 

    ア 入札書（本市所定様式） 

    イ 担当者名刺 
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（４） 入札金額の記入 

     入札金額は、指定の場所ごとに、月額貸付料（消費税相当額を含んだ額）

を記入してください。入札しない場所の入札額は空欄としてください。 

 

（5） 入札書の書換え等の禁止 

     入札参加者は、一度郵送したものの訂正のため再度提出を行うことはで

きません。（２回目以降の提出を無効とします。） 

 

（6） 開札 

    ア 開札は、入札書の提出締切の翌日に速やかに行います。 

    イ 開札には、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち合わせます。 

 

（7） 入札書の無効 

     次のいずれかに該当するものは、無効とします。 

    ア 最低貸付料を下回る価格によるもの 

   イ 入札資格のない者が入札したもの 

   ウ 指定の日時までに提出しなかったもの 

   エ 入札参加者の記名押印がないもの、または入札書と入札一覧表が両面

印刷又は割印にて一体のものとして提出されていないもの 

   オ 本市が交付した入札書を用いずに提出したもの 

   カ 同一物件について、入札者が２以上の入札をしたときは、その全部の

もの 

   キ 入札価格又は入札参加者の氏名、その他主要部分が識別し難いもの 

   ク 入札に関し、不正な行為を行った者がしたもの 

   ケ その他、入札に関する条件に違反したもの 

 

（8） 設置予定事業者の決定 

   ア 設置予定事業者の決定は、本市が設定する最低貸付料以上で最高の価

格をもって有効な入札を行った者とします。 

   イ 落札となる同一価格の入札者があるときは、くじ引きで設置予定事業

者を決定します。 

   ウ くじ引きは、「郵便入札におけるくじ引きの手順等について」により

行います。 

 

（9） 入札の中止 

     不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他や

むを得ない理由があるときは、入札を中止、又は延期することがありま
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す。 

 

 

７ 入札結果について 

 

  入札結果については、設置予定事業者名及び決定金額を、北九州市財政・変

革局市政変革推進室のホームページに掲載します。 

 

 

８ 賃貸借契約の手続 

 

  開札後、設置予定事業者と賃貸借契約の手続を行います。賃貸借契約の手続

に関する一切の費用については、設置予定事業者の負担となります。 

  なお、賃貸借契約は参加申込書に記載された名義で行います。 

 

 

９ 設置予定事業者の決定の取消 

 

次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消しま 

す。 

 （１） 正当な理由なくして、貸付開始日までに賃貸借契約の手続に応じなか

った場合 

 （２） 設置予定事業者が応募者の資格を失った場合及び応募者の資格が無い

ことが後に判明した場合 

 （３） その他、設置予定事業者が本件賃貸借契約の相手方として不適当と認

められる場合 

 

 

10 その他 

 

  市が、売上金額について照会を行った場合は、期限内に回答を行ってくださ

い。回答内容については、新たな公募（入札）の際の健全な競争性の確保のた

め、公開する場合があります。 

 

 

募集に関する問い合わせ先 

北九州市都市整備局街路課（担当：宇野） 
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 北九州市小倉北区城内１番１号  ℡（０９３）５８２－2191 


